
河内長野市開発事業の手続等に関する条例（小規模開発事業）に伴う届出の手引き   

１．開発事業の区分                                         2026.3 

種別 

条件 

特定開発事業 
小規模開発事業 

大規模開発事業 中規模開発事業 

開 発 事 業 区 

域 の 面 積 
５，０００㎡以上 ５００㎡以上５，０００㎡未満 ５００㎡未満 

予 定 建 築 物 
の 高 さ 

２０ｍを超える １０ｍを超え２０ｍ以下 １０ｍ以下 

予 定 建 築 物 
の 床 面 積 

３，０００㎡以上 ５００㎡以上３，０００㎡未満 ５００㎡未満 

特 定 用 途 建 
築 物 の 規 模 

【区域面積】５００㎡以上 
又は 

【床面積】３００㎡以上 

【区域面積】５００㎡未満 
又は 

【床面積】３００㎡未満 

 

共同住宅（戸）
長  屋（戸） 
寄宿舎（室）  
等 の 規 模 

５０戸（室）以上 
１０戸(室)以上５０戸（室）未満 
【第一種低層住居専用地域内のみ】 
２戸（室）以上５０戸（室）未満 

１０戸（室）未満 
【第一種低層住居専用地域を除く】 

その他  
・用途変更を目的とするもの 
（建築基準法上申請を要する行為） 
・道路の位置の指定を目的とするもの 

・特定開発事業以外の開発行為 

※１．自己居住用の一の戸建専用住宅を目的とする建築は対象外です。 

※２．今回の開発事業の規模が小規模開発事業に該当する場合でも、隣接又は近接する土地において同時に又は引き続いて行う開発事業に

ついては、一の開発事業とみなし、特定開発事業と判断する場合があります。 

 



２．小規模開発事業届 手続きフロー（小規模開発事業）                         2026.3 

市民 開発事業者 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各課協議 

周辺説明の実施 周辺説明への参加 

計画説明実施報告書の作成 

小規模開発事業届の作成 小規模開発事業届の受理 

計画説明実施報告書の受理 

開発台帳の公開 開発台帳の閲覧 

周辺説明実施に伴う事前調整 

①市民窓口課（５階）で自治会 

範囲及び自治会長を確認 

②自治会長と協議し、説明方法（説明会、 

個別説明等）を決定 

 【説明対象者】：周辺説明範囲図参照 

【説明を要する項目】※報告書の２面に記載 

①開発事業区域の位置、形状及び面積 

②建築物の用途、規模、構造等 

③建築物の開発事業区域における位置及び 

 周囲の建築物の位置 

④公共施設等の施行計画 

⑤造成計画 

⑥工事期間、工法、作業時間及び工事車両 

 の運行計画 

⑦開発事業の台帳を市で公開していること 

 

 

【指定様式】様式第１２号 

【添付書類】 

①周辺住民範囲図 

②説明に使用した図書 

【提出部数】：１部 

【指定様式】：様式第２７号 

【添付書類】：小規模開発事業届作成要領参照 

【提出部数】：３部 

 工事完了後も閲覧可 

該当担当課からの指導・助言 指導・助言に対する書面回答 

 

 開発事業届の資料を基に関係部署と 

協議してください。 
【主な協議先】 

・都市企画課（５階） 

・道路課（道路管理 G、用地明示 G）（５階） 

・公園河川課（５階） 

・水道課（６階） 

・下水道課（６階） 

・環境衛生課（５階） 

・河内長野消防署 

（小山田町 1663-3 ☎0721-53-0119） 

・その他関連部署 

 計画変更の場合は変更届が必要 



３．周辺説明対象範囲図                                     2026.3 

  

 凡 例 

 

 自治会の境界 

 

 開発事業区域から１０ｍの範囲 

 

 建築物の所有権を有する者 

 

 土地の所有権を有する者 

 

 周辺住民が属する自治会の自治会長 

 

 水利組合が管理する水路 

 

 

 

 

 

〇周辺説明対象者（周辺住民） 

        

 

        

  

        

 

       

 

   

 

  

 

 

凡 例 解 説 

 ラインの区域内に敷地の一部でも含まれた場合、その土地及び建築物の所有者等は周辺説明対象者となります。 

 

  の周辺住民が属する自治会の代表者（A 町自治会長、B 町自治会長）も周辺説明対象者となります。 

 

  
開発事業区域から放流される雨水等の第一次放流先となる水路を利用する者で組織された団体等の代表者（水利組合長）も周辺説明

対象者となります。 

〇周辺説明対象外 

凡 例 解 説 

 

 
 C 町自治会は   ラインの区域外のため、C 町自治会長は周辺説明対象外となります。 

 ラインの区域外のため、周辺説明対象外となります。 

開発事業区域 

 

Ｃ町自治会 

Ｂ町自治会 

A 町自治会長 

建築物 

Ｂ町自治会長 

Ａ町自治会 

水利組合が 

管理する水路 

雨水放流先 

Ｃ 町 自治 会

長 

 



４.小規模開発事業届 作成要領（小規模開発事業）※注意事項：番号どおりに書類等を整えて３部提出してください。  2026.3 

番号 書面及び図面名 縮 尺 明示すべき事項 備 考 

１ 小規模開発事業届 ― ・必要事項を全て記載されたもの ・様式第２７号 

２ 委任状 ― ・手続きの一切の委任を受けていることを証明できる内容のもの  

３ 位置図 1/2500 以上 ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 ・開発事業区域を赤線で表記 

４ 現況図 1/500 以上 
・方位 ・形状 ・断面 ・土地の地番 ・開発事業区域の境界 

・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 
・開発事業区域を赤線で表記 

５ 土地利用計画図 1/500 以上 

・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置、形状  

・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 

・建築敷地境界線 ・道路境界線 

・開発事業区域を赤線で表記 

 

 

６ 給水計画図 1/500 以上 ・給水計画経路 ・管種 ・管径  
・開発事業区域を赤線で表記 

・給水配管を青線で明記 

７ 排水計画図 1/500 以上 
・雨水、汚水（雑排水含む）排水計画経路 ・管種 ・管径      

・配管勾配 ・流水方向 ・最終桝位置  

・開発事業区域を赤線で表記 

・雨水経路を黄緑色線で明記 

・汚水経路を紫色線で明記 

８ 
造成計画平面図 

造成計画断面図 
1/500 以上 

・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 

・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 

・開発事業区域を赤線で表記 

・平面・断面共、盛土部分を赤

色、切土部分を黄色にて着色 

９ 開発事業区域求積図 ―   

１０ 公図の写し ―  ・３ヶ月以内に発行されたもの 

（ＷＥＢ取得も可） １１ 土地の登記事項証明書の写し ―  

１２ 
予定建築物の平面図 

予定建築物の立面図 
1/200 以上 

・予定建築物の最高高さ ・建築面積 ・延べ床面積 ・建築面積  

・述べ床面積算定に要する各部の寸法 
 

１３ 計画説明実施報告書（１部） － 

・周辺住民範囲図  

・説明に使用した図書 

・その他市長が必要と認める図書 

・様式１２号 

１４ その他市長が必要と認めるもの － ・協議により決定  

【提出部数：３部】※計画説明実施報告書：１部 


